
 
 

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
検
討
） 

第
四
十
九
条 

政
府
は
、
新
学
校
教
育
法
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
教
育
上
特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
、
生
徒
等

の
教
育
を
適
切
に
行
う
た
め
の
小
学
校
、
中
学
校
等
に
お
け
る
学
級
編
制
及
び
教
職
員
の
配
置
の
在
り
方
並
び
に
こ
れ
ら
の

児
童
、
生
徒
等
の
教
育
に
関
し
小
学
校
、
中
学
校
等
の
要
請
に
応
じ
て
行
う
助
言
又
は
援
助
及
び
児
童
、
生
徒
等
の
障
害
の

重
複
化
等
に
対
応
し
た
教
育
を
適
切
に
行
う
た
め
の
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
配
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 


